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令和４年神審第２９号                 

裁    決 

モーターボートＡ遊漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  １人 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小嶋正博出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１０月２日１３時３５分 

 和歌山県地ノ島南西方沖合 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 モーターボートＡ     遊漁船Ｂ 

  総 ト ン 数 ６.６トン         ４.９９トン 

  登 録 長 ８.５９メートル      ９.６０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

   出     力  ３４７キロワット     ２０９キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体ほぼ中央にキャビンを配し、その上方にフライングブリ

ッジを設け、同ブリッジ前部右舷寄りに舵輪を、その前方にＧＰＳプ

ロッター、レーダーが組み込まれたコンソールパネル及び右舷壁際に

機関遠隔操縦装置をそれぞれ装備し、汽笛を備えた軽合金製モーター

ボートで、ａ受審人が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りの目的

で、船首０.６メートル船尾１.５メートルの喫水をもって、令和３年

１０月２日０６時００分大阪府阪南港を発し、兵庫県洲本港東方沖合

の釣り場に向かった。 

ａ受審人は、０７時００分前示釣り場に着いて釣りを行ったのち、

和歌山県沖ノ島北方沖合から、同島西方沖合で移動しながら釣りを行

い、１２時００分地ノ島南西方沖合の釣り場に向かった。 

ａ受審人は、地ノ島南西方沖合の釣り場に到着し、１３時１０分地

ノ島灯台から２５０度（真方位、以下同じ。）１.３６海里の地点付

近で、船首を北方に向け、機関を中立運転として漂泊を開始し、同乗

者のうち２人を左舷船尾部に、他の１人を右舷船尾部にそれぞれ配し

て釣りを行わせた。 

  ａ受審人は、舵輪後方の操縦席に腰掛けて漂泊を続け、１３時３２

分地ノ島灯台から２５０度１.３６海里の地点で、船首が０００度を

向いていたとき、左舷船尾５度９３０メートルのところにＢを視認す

ることができ、その後同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢
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で接近する状況であったが、航行中の船舶が漂泊中の自船を避けるも

のと思い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなか

った。 

こうして、ａ受審人は、警告信号を行わず、更に接近しても、衝突

を避けるための措置をとらずに漂泊を続け、１３時３５分僅か前同乗

者の叫び声を聞いて、後方を見たところ、船尾方至近に迫ったＢを認

めたものの、どうすることもできず、１３時３５分地ノ島灯台から 

２５０度１.３６海里の地点において、Ａは、船首が０００度を向い

たまま、その右舷船尾部に、ｂ丸の左舷船首部が後方から５度の角度

で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力２の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に

あたり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体ほぼ中央に操舵室を配し、同室前部右舷寄りに舵

輪を、その左舷側にＧＰＳプロッター、レーダー、魚群探知機をそれ

ぞれ装備したＦＲＰ製遊漁船で、ｂ受審人が１人で乗り組み、釣り客

９人を乗せ、遊漁の目的で、船首０.５メートル船尾０.９メートルの

喫水をもって、同日０６時００分大阪府佐野漁港を発し、同府深日港

に向かった。 

ｂ受審人は、深日港内で遊漁を行ったのち、沖ノ島と地ノ島周辺で

移動しながら遊漁を続け、和歌山県田倉埼西方沖合に至り、釣果が思

わしくなかったことから、沖ノ島と地ノ島の間の中ノ瀬戸に移動する

こととし、１３時２０分僅か過ぎ地ノ島灯台から２０７度３.３０海

里の地点で、針路を中ノ瀬戸に向く００５度に定めて発進し、  

１０.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によっ

て進行した。 

ｂ受審人は、釣り客のうち５人を船首甲板に、他の４人を船尾甲板
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に配し、舵輪後方に立って操船に当たり、１３時３１分半正船首 

１,０８０メートルのところにエ号を初めて視認し、一見して同船が

動いているように見えたことから、エ号と無難に航過できるものと考

えて続航した。 

ｂ受審人は、１３時３２分地ノ島灯台から２３４度１.６４海里の

地点に達したとき、エ号が正船首９３０メートルのところとなり、同

船が船首を北方に向けてほとんど移動しない様子から、漂泊している

ことが分かり、その後同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近

する状況であったが、依然として、エ号と無難に航過できるものと思

い、同船への接近状況を継続して確かめるなど、エ号に対する動静監

視を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、エ号を避けないまま進行し、魚群探知機に

映った魚群を見ていたところ、１３時３５分僅か前船首方至近にエ号

を認めたものの、どうすることもできず、ｂ丸は、原針路、原速力の

まま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、エ号は、右舷船尾部外板に圧壊等を、Ｂは、左舷船首

部外板に亀裂等をそれぞれ生じ、後にいずれも修理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、地ノ島南西方沖合において、航行中のＢと漂泊中のＡが衝突

したもので、衝突地点付近は、瀬戸内海であるが、海上交通安全法第１

条第２項の規定による同法適用除外海域に当たるので、一般法である海

上衝突予防法が適用される。 

海上衝突予防法には、航行中の船舶と漂泊中の船舶との関係について

の航法規定がないことから、同法第３８条及び第３９条の規定を適用し

て船員の常務によって律するのが相当である。  
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 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、地ノ島南西方沖合において、航行中のＢが、動静監視不

十分で、前路で漂泊中のＡを避けなかったことによって発生したが、Ａ

が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をと

らなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、地ノ島南西方沖合において、次の釣り場の中ノ瀬戸に向

けて航行中、前路にＡを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できる

よう、同船への接近状況を継続して確かめるなど、Ａに対する動静監視

を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一見してＡが

動いていているように見えたことから、同船と無難に航過できるものと

思い、Ａに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、

同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気付かずに進

行して衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ受審人は、地ノ島南西方沖合において、釣りのため漂泊する場合、

接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意

義務があった。しかるに、同人は、航行中の船舶が漂泊中の自船を避け

るものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、Ｂが

自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、警

告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて衝突

を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 
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 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年１０月２４日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  池  田  博  美 


